
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体から排泄されたカプセル型医療装置を検知する検知手段を設けたことを特徴とする
カプセル型医療装置回収装置。
【請求項２】
　人体から排泄されたカプセル型医療装置を係止する係止手段を設けたことを特徴とする
カプセル型医療装置回収装置。
【請求項３】
　人体から排泄されたカプセル型医療装置を検知する検知手段と、係止する係止手段とを
設けたことを特徴とするカプセル型医療装置回収装置。
【請求項４】
　上記係止手段がカプセル型医療装置内に設けた磁性体或いは磁石と回収装置側に設けた
磁石からなることを特徴とする請求項２又は３ のカプセル型医療装置回収装置。
【請求項５】
　上記係止手段が回収用ないし係止用の網であることを特徴とする請求項２又は３
のカプセル型医療装置回収装置。
【請求項６】
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に記載

に記載

前記検知手段が、カプセル型医療装置内に設けた電池などの金属体を検知する金属探知
センサであることを特徴とする請求項１、３～５のいずれか一つに記載のカプセル型医療
装置回収装置。



【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　

【請求項１０】
　

【請求項１１】
　

【請求項１２】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は人体内検査等に用いられ、体外に排泄されるカプセル型医療装置を回収するカプ
セル型医療装置回収装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
飲み込み型のカプセル型医療装置の従来例として特開平１１－２２５９９６号公報がある
。この従来例では生体内に留置させて生体情報を検出するカプセル型体内情報検出装置が
開示されている。本装置は、生体情報を取得した後は消化器官を通じて体外へ排泄される
。
【０００３】
【特許文献１】
特開平１１－２２５９９６号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来例では、カプセル型体内情報検出装置の排泄、洗浄についての言及はあるが、ど
のように排出を検出し回収するかについての具体的アイディアが無く、現実的でなかった
。
【０００５】
（発明の目的）
本発明は、上述した点に鑑みてなされたもので、人体から排泄後のカプセル型医療装置を
簡便に回収することができるカプセル型医療装置回収装置及び方法を提供することを目的
とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
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前記検知手段が、カプセル型医療装置の発する無線信号を受信する受信手段であること
を特徴とする請求項１、３～５のいずれか一つに記載のカプセル型医療装置回収装置。

前記検知手段が、前記受信手段と前記受信手段が受信する信号強度の変化量からカプセ
ル型医療装置の排泄を判断する判断手段と、からなることを特徴とする請求項 7に記載の
カプセル型医療装置回収装置。

前記カプセル型医療装置およびカプセル型医療装置回収装置を一体に密閉可能な袋を備
えることを特徴とする請求項１、２及び３のいずれか一つに記載のカプセル型医療装置回
収装置。

前記検知手段により検知したことを通知する通知手段を設けたことを特徴とする請求項
１、３、４及び５のいずれか一つに記載のカプセル型医療装置回収装置。

前記カプセル型医療装置回収装置が便器に装着できることを特徴とする請求項１、２、
３及び１０のいずれか一つに記載のカプセル型医療装置回収装置。

カプセル型医療装置内にセンサが反応するための金属・磁石などの被反応部材を予め具
備させて、専用便器または便器に装着可能なカプセル回収装置に、被反応部材の有無の自
動認識手段と自動洗浄手段または通知手段を設けたことを特徴とするカプセル型医療装置
回収装置。

本発明の一態様によるカプセル型医療装置回収装置は、人体から排泄されたカプセル型
医療装置を検知する検知手段を設けたことを特徴とする。



　

　

　

【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）
図１ないし図４は本発明の第１の実施の形態に係り、図１は第１の実施の形態を備えたカ
プセル型内視鏡等の構成を使用例で示し、図２はカプセル型内視鏡の内部構成を示し、図
３は第１の実施の形態における回収具の先端側の構成を示し、図４は第１の実施の形態に
おける動作の説明図を示す。
【０００８】
図１（Ａ）に示すように本発明の第１の実施の形態を備えたカプセル型医療システム１は
、患者２の口部から飲み込まれることにより体腔内管路を通過する際に体腔内管路内壁面
を光学的に撮像した画像信号を無線で送信するカプセル型医療装置としての例えばカプセ
ル型内視鏡（以下、紛らわしい場合を除いて単にカプセルと略記）３と、このカプセル３
で送信された信号を患者２の体外に設けたアンテナユニット４により受け、画像を保存す
る機能を有する、（患者２の体外に配置される）体外ユニット５と、体外に排泄されたカ
プセル３を回収するカプセル回収装置（以下、単に回収装置と略記）３１とから構成され
る。
【０００９】
また、図１（Ｂ）に示すようにこの体外ユニット５は、パーソナルコンピュータ（以下、
パソコンと略記）６と着脱自在に接続され、パソコン６により体外ユニット５に保存した
画像を取り込み、内部のハードディスクに保存したり、表示部７により保存した画像を表
示できるようにしている。このパソコン６にはデータ入力等を行うキーボード８が接続さ
れている。
【００１０】
図１（Ａ）に示すようにカプセル型内視鏡３を飲み込んで内視鏡検査を行う場合には、患
者２が着るシャツ１０には複数のアンテナ１１が取り付けられたアンテナユニット４が装
着され、カプセル型内視鏡３により撮像され、それに内蔵されたアンテナから送信された
信号を受け、このアンテナユニット４に接続された体外ユニット５に撮像した画像を保存
するようにしている。この体外ユニット５は、例えば患者２のベルトに着脱自在のフック
により取り付けられる。
また、この体外ユニット５は例えば箱形状であり、その前面には画像表示を行う液晶モニ
タ１２と、警告を発するブザー１３とが設けてある。
【００１１】
図２に示すようにカプセル型内視鏡３は、円筒の両端を略半球形状に丸みを付けて閉塞し
た形状、つまりカプセル形状の透明な外装部材１４で水密的に覆われている。この透明な
外装部材１４内で、撮像側となる一方の端部側の中央部分には結像する対物レンズ１５が
レンズ枠１６に取り付けられて配置され、その結像位置には撮像素子として例えばＣＭＯ
Ｓイメージャ１７が配置されている。
【００１２】
また、対物レンズ１５の周囲には、照明系としての例えば白色ＬＥＤ１８が配置されてい
る。また、例えばＣＭＯＳイメージャ１７の裏面側には、白色ＬＥＤ１８を発光駆動させ
たると共に、ＣＭＯＳイメージャ１７を駆動してＣＭＯＳイメージャ１７の撮像信号から
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本発明の他の態様によるカプセル型医療装置回収装置は、人体から排泄されたカプセル
型医療装置を係止する係止手段を設けたことを特徴とする。

本発明の他の態様によるカプセル型医療装置回収装置は、人体から排泄されたカプセル
型医療装置を検知する検知手段と、係止する係止手段とを設けたことを特徴とする。

本発明の他の態様によるカプセル型医療装置回収装置は、カプセル型医療装置内にセン
サが反応するための金属・磁石などの被反応部材を予め具備させて、専用便器または便器
に装着可能なカプセル回収装置に、被反応部材の有無の自動認識手段と自動洗浄手段また
は通知手段を設けたことを特徴とする。



画像信号を生成する処理を行う制御回路（或いは処理回路）１９、画像信号を変調して送
信する信号にする通信回路２０、これらの回路１９、２０に電源を供給するボタン型電池
２１が、外装部材１４の内側の透明な円筒部材２２の内側に配置されている。また、ボタ
ン型電池２１の後端側、つまり他方の半球形状内側に通信回路２０に接続され、画像信号
を無線で送信するアンテナ２３が配置されている。
【００１３】
カプセル３は、外装を含めて少なくともその一部が（磁力で吸引される）磁性体で形成さ
れている。例えばボタン型電池２１はその容器が鉄を含むステンレス等の磁性体で形成さ
れている。
【００１４】
このカプセル３により患者２の体内が撮像された後、このカプセル３は患者２の肛門から
排泄される。
この場合、図１（Ａ）及び図４に示すように本実施の形態の（カプセル型医療装置）回収
装置３１を採用することにより、排泄されたカプセル３を簡単に回収することができるよ
うにしている。
【００１５】
この回収装置３１は例えば図１（Ａ）及び図３に示すようにカプセル３の回収に用いられ
る回収装置本体としての回収具３２と、回収の使用前及び使用後等に使用される例えば密
閉機能を持つ袋３３とからなる。
【００１６】
回収具３２は基本的には図１（Ａ）及び図３（Ａ）等に示すように硬質の棒状のロッド３
４の先端に、カプセル３に内蔵された電池２１等の磁性体を吸引することにより、カプセ
ル３を検知する機能と、吸引して係止する機能を持つ磁石３５を設けた構成である。本実
施の形態では、使用時における利便性をより向上するために、例えば回収具３２を構成す
るロッド３４はその長手方向の複数箇所の枢支部３６で折り曲げられるようにしている。
【００１７】
なお、磁石は安価なフェライト磁石、磁力の強いネオジウム磁石等、その他コバルト磁石
などの永久磁石の他、電磁石にして、回収時にのみＯＮにしても良い。
例えば図１（Ａ）に示すように回収具３２を予め密閉袋３３に入れて、カプセル３で検査
する患者２に渡しても良い。
【００１８】
この密閉用の袋３３は図４に示すようにカプセル３を回収した後、回収したカプセル３だ
けでなく、汚れた回収具３２を密閉用の袋３３に収納するようにも使用できる。
【００１９】
次に本実施の形態による回収の作用を説明する。
カプセル３を摂取した人は、摂取から約８時間経過以降の排便時には、その排便後に本実
施の形態の回収具３２を使用して便４２を探索し、カプセル３が排泄されたかを確認する
。
例えば、図４（Ａ）に示すように患者２は便器４１で排便することにより、排泄された便
４２と共に、カプセル３も排泄される。カプセル３には磁力で吸引される例えば電池２１
が内蔵されている。
【００２０】
従って、図４（Ａ）に示すように処置具３２の基端側を把持し、その先端側を便４２側に
近づけることにより、処置具３２の先端に設けた磁石３５により、電池２１が磁石３５に
磁気的に吸引されることによって便４２の中のカプセル３を検知できる。また、カプセル
３は磁石３５に吸着されて係止される。
なお、カプセル３の磁力による検出を行い易くするためには、便器４１は非磁性体が望ま
しい。このことは他の実施の形態においても磁力を利用する場合には同様である。
【００２１】
このように回収具３２の先端に磁石３５が設けてあるので、カプセル３内の磁性金属体（
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電池あるいは回路）あるいは磁石を吸い寄せるため、便４２内にカプセル３が有れば、そ
れを検知して回収できる。
【００２２】
カプセル３が回収具３２先端に吸着したら、便器４１の水４３の中で回収具３２の先端側
を振り、カプセル３に付着した便４２を振り落とし、便器４１から引き上げる。
そして、図４（Ｂ）に示すようにカプセル３と回収具３２はそのまま回収用の密閉袋３３
にその開口から入れる。
【００２３】
回収具３２は図１（Ａ）で示したように使用前は袋３３に折り曲げて収納することができ
ると共に、図４（Ｃ）に示すようにカプセル３と折り曲げた回収具３２を収納することが
できる。そして、収納後に、袋３３の開口を閉じ、密閉する。カプセル３が排便されてい
なかった場合は、回収具３２はそのまま便器にさしておけば良い。或いはその都度、袋３
３にしまっても良い。
【００２４】
密閉された袋３３はメーカあるいは病院に送り返す。あるいは、カプセル３の体外ユニッ
ト５を返すときに一緒に病院に持っていく。回収されたカプセル３はまとめてメーカに送
り返される。
【００２５】
本実施の形態は以下の効果を有する。
回収具３２がシンプルかつ軽量であるので、自宅や勤務先、外出先など、病院外でのカプ
セル３の回収に適している。
また、電池式のカプセル３であれば、カプセル側に回収用の特別な装備が必要なく、安価
な回収具３２で済む。
【００２６】
図３（Ｂ）は第１変形例における回収具３２Ｂの先端側を示す。
図３（Ｂ）に示すようにこの回収具３２Ｂでは、その先端にはコーン状に先端側の内径が
大きくなるようなコイルスプリング４５を設けた。そして、このコイルスプリング４５の
根本部に、例えば球形の磁石４６を設けた。
【００２７】
この構造の処置具３２Ｂによりカプセル３を磁石４６で引き寄せられると同時に、コイル
４５にカプセル３がはまりこみ、カプセル３をより確実に係止した状態に保持でき、より
回収し易い。
つまり、本変形例によれば、より確実にカプセル３を回収できる。
【００２８】
次に第２変形例を説明する。この第２変形例の回収具３２Ｃをカプセル３の回収状態で図
４（Ｄ）に示している。
【００２９】
この回収具３２Ｃは図３（Ｂ）において、コイルスプリング４５の根本部より後方側のロ
ッド部分を例えば密巻きコイル４７等で形成され、適度の硬性と可撓性を有する（図３（
Ｂ）ではロッドを密巻きコイル４７にしたもので示している）。
【００３０】
回収具３２Ｃのロッド部分をコイル４７等の通常は直線状であるが、屈曲させることもで
きるようにした。そのことにより、使用時は直線状でカプセル３の回収に使用でき、カプ
セル３を回収して収納する時は、図４（Ｄ）に示すようにループ状に湾曲させてコンパク
トに袋３３に密閉して収納することができる。
本変形例の効果として回収具の取扱いが容易となる。
【００３１】
なお、上述の説明においては回収具３２側に磁石３５を採用したが、カプセル３側の磁性
体と逆にした構造、つまりカプセル３側に磁石、回収具３２側に磁性体を用いる構造にし
ても良い。また、両側に磁石を設けるようにしても良い。磁石は永久磁石でも電磁石でも
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良い。
【００３２】
次に第３変形例を説明する。図１のカプセル型医療システム１において、パソコン６およ
び表示部７は、以下のいずれか、あるいは複数の機能を持っている。
（Ａ）表示画面上に画像の再生状態を調整（画像の再生、逆再生、早送り、巻き戻し、停
止、再生速度の変更などの機能のコントロール）する操作手段を設けた。操作手段は画面
上にグラフィックで描かれたボタンやスライドバーやプルダウンメニュー等である。
【００３３】
（Ｂ）複数画面に複数の画像を同時に表示させることが出来、各画面を個別にコントロー
ル（画像の再生、逆再生、早送り、巻き戻し、停止、再生速度の変更などの機能のコント
ロール）する操作手段と、全画面を同時にコントロールする操作手段をもつ。
【００３４】
（Ｃ）表示された画像の中から意図した画像を選択し、マーカーあるいはコメントをつけ
ることが出来る。マーカーの付いた画像のみを一覧表示する選択画像表示状態を取れる。
また、コメントと共に一覧表示させるコメント表示状態を取ることも出来る。
【００３５】
（Ｄ）表示画面を、複数の状態に切り替えることが出来る。例えば、複数画面表示状態と
、単画面表示状態と、サムネイル表示状態と選択画像表示状態と、コメント表示状態と、
を切り替えることが出来る。
【００３６】
（Ｅ）複数の異なる検査を同時に開くことが出来る。複数の検査はタブ構造で切り替える
ことができる。タブをマウスなどのポインティングデバイス１１０（図１（Ｂ）参照）で
クリック、あるいはポインティングデバイス１１０のホイール、キーボード８のタブキー
あるいはカーソルキー等によって切り替えることが出来る。
【００３７】
（Ｆ）撮影された全画像中、一定間隔（撮影枚数あるいは撮影された時間）ごとの画像の
みを一覧表示させることが出来る。表示された画像をポインティングデバイス１１０等で
選択（クリック、ダブルクリック等）することによって、その画像以降の画像を再生する
単画面表示状態に移行できる。
【００３８】
（Ｇ）カプセル３の体外ユニット５との通信接続動作の操作を行う操作手段をパソコン６
と表示部７に設けた。
【００３９】
（Ｈ）カプセル３の検査開始時の、通信接続要求、通信停止要求、撮影要求、撮影停止要
求、をパソコン６から行えるようにした。同様の機能が体外ユニット５に設けられており
、パソコン６あるいは体外ユニット５のどちらでも操作が行える。
【００４０】
（Ｉ）カプセル３の検査中に、撮影間隔や露光条件や照明１８の出力などのカプセル３の
諸条件の設定を変更できる設定機能を設けた。設定はキーボード８あるいはポインティン
グデバイス１１０によって行う。
【００４１】
さらに、体外ユニット５に以下の機能を設けた。
（Ａ）体外ユニット５にカプセル３の状態（電池残量、温度、通信状態、エラー状況、等
）を表示する表示手段（ＬＣＤ、電光表示板、ＬＥＤ等）を設けた。
（Ｂ）体外ユニット５にカプセル３の検査中に、撮影間隔や露光条件や照明１８の出力な
どのカプセル３の諸条件の設定を変更できる設定機能を設けた。設定は体外ユニット５に
設けられたボタンやスイッチなどの設定手段によって行う。
【００４２】
（Ｃ）体外ユニット５に設けられた設定手段には、誤操作防止機構が設けられている。
【００４３】
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（ａ）誤操作防止機構は、以下のいずれかあるいは複数である。
（ｂ）複数のボタンあるいはスイッチ等を同時に操作が必要なもの。
（ｃ）長時間操作し続けることが必要なもの。
（ｄ）操作手段にカバーがついているもの。
（ｅ）操作手段が操作面に対して凹んでいるもの。
（ｆ）複数のボタンあるいはスイッチ等を順番に操作する必要のあるもの。
本変形例はその効果として、カプセル３の操作性を向上させる各種機能を盛り込むことに
よって、検査・診断が楽になる。
【００４４】
（第２の実施の形態）
次に本発明の第２の実施の形態を図５ないし図９を参照して説明する。本実施の形態は網
型の回収具である。図５は第２の実施の形態における回収具を使用例で示している。
図５に示すように本実施の形態の回収具３２Ｄは、回収用ないしは係止用の網部５１と、
この網部５１に一端が接続された帯状の取っ手部５２とからなる。また、カプセル３を網
部５１で回収又は係止した後は図７に示すように、回収したカプセル３と共に、袋３３に
密閉して収納することができるようにしている。
【００４５】
図５に示すようにこの回収具３２Ｄでは、円形の網部５１は便器５３の配水孔５４を塞ぐ
ように配置され、この網部５１に一端が接続された取っ手部５２は便器５３の内面に沿っ
て上方に延出され、上縁で外側に折り曲げる等して回収具３２Ｄを便器５３に設置しやす
いように折り曲げ可能にしている。
また、網部５１の網目の大きさは、カプセル３は通さないが、便４２を通し易いサイズの
網状の構造になっている。
【００４６】
また、図６に示すように網部５１はその円形の枠５５に細い針金５６を伸縮可能なように
例えば格子状の編み方になっており、重力によって椀状になる。椀状になることによって
、図５に使用例で示すようにその凹部面でカプセル３をキャッチ（係止）しやすい（落と
しにくい）。
患者は、カプセル３を摂取後に排便するときは、便器５３にこの回収具３２Ｄを取り付け
る。回収具３２Ｄの取っ手部５２を便器５３の縁にかけ、網部５１の円形部分が排水孔５
４を塞ぐように配置する。
【００４７】
そして、排便後、カプセル３が便４２と一緒に排泄された場合は、図５に示すように網部
５１の中にカプセル３が留まり、便４２は下方に落ち、カプセル３が網部５１に係止され
る。便４２に混じってわかりにくいときは何度か水を流してみて、便４２だけを洗い流す
。網部５１が椀状になっているので、水を流してもカプセル３が一緒に流されることはな
い。
【００４８】
カプセル３が見つかったら、周りの便４２や水分をふるい落としてから、図７に示すよう
に回収用の袋３３に回収具３２Ｄごと収納する。網部５１は伸縮可能なので、袋３３への
収納時は平らになり、嵩張らない。取っ手部５２も数箇所で折り曲げられるようになって
いるので、コンパクトに袋３３内に収納できる。
【００４９】
図７のようにカプセル３と回収具３２Ｄを袋３３に入れたら、開口を閉じて密閉し、病院
あるいはメーカあるいは回収業者へ送付する。病院では回収したカプセル３をまとめてメ
ーカあるいは回収業者に送り返す。
メーカあるいは回収業者では、回収されたカプセル３を、洗浄、消毒し、分解・廃棄する
。あるいは、再利用可能部品を再利用、他を廃棄する。
【００５０】
本実施の形態は以下の効果を有する。
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網部５１でカプセル３を係止できるので、誤ってカプセル３を流してしまうことがない。
また、回収前に便器４３で排水操作ができるので、便４２を洗い流してからカプセル３を
回収できるので回収の際のカプセル３等をきれいにできる。
【００５１】
また、便器５３の縁に取っ手部５２を掛けるだけで回収具３２Ｄを設置でき、簡便な作業
で回収ができる。また、取り付ける便器５３を選ばない（制約されないで広範囲に適用で
きる）。
【００５２】
図８は第１変形例の回収具３２Ｅを含む回収装置３１Ｅを示す。
この回収装置３１Ｅでは回収具３２Ｅとしての回収用の網部５１及び取っ手部５２は、収
納用の袋３３′と一体になっている。この袋３３′には開口を閉じるための口紐５８が設
けてある。
【００５３】
具体的には、図８に示すように袋３３′の開口と反対側に小さなスリット状の孔が設けて
あり、この孔を通した取っ手部５２の一端に網部５１が接続され、他端は袋３３′内に収
納できるようにしている。なお、孔はシールできる構造にしている。あるいは孔部で袋３
３′と取っ手部５２とが溶着等して孔が密閉されるようにしても良い。
【００５４】
回収時には、図８に示すような状態に設定する。つまり、網部５１側は図５に示すように
便器５３内に設定し、取っ手部５２の手元側は袋３３′の中にあり、その袋３３′の中に
手を入れて取っ手部５２の後端を持つことができ、手が汚れにくい状態で回収作業を行う
ことができる構造にしている。
【００５５】
カプセル３を回収できたら袋３３′を裏返して、網部５１とカプセル３を一緒に収納でき
る。そして図９に示すように袋３３′の口紐５８を絞って、密閉する。
【００５６】
本変形例は以下の効果を有する。
袋３３′と回収具３２Ｅが一体になっているので扱いやすい。
回収後、直ちに袋３３′に密閉できるので衛生的である。
【００５７】
次に第２変形例を説明する。
網部５１を磁石、あるいは磁化する金属でできているようにする。回収時に、カプセル３
をとらえやすい。とらえた後、落としにくくできる。その効果としてより確実に回収がで
きる。磁石は電磁石でも良く、その場合排便時のみ電源をＯＮにして電磁石を作動させれ
ば良い。
【００５８】
（第３の実施の形態）
次に本発明の第３の実施の形態を図１０ないし図１３を参照して説明する。
本実施の形態は便器に係止手段を取り付けるウォシュレット型の回収装置であり、回収具
とカプセル収納手段とが別体となっている。
【００５９】
図１０及び図１１に示すように本実施の形態の回収具３２Ｆでは便器６１に取り付けられ
るように例えば便座６２部分に設けた駆動部６３に棒状ないし薄板状のロッド６４の一端
が接続され、このロッド６４の他端に接続された網部５１が配水孔６５を塞ぐように配置
されている。なお、網部５１の構成は例えば第２の実施の形態と同じである。
【００６０】
便座６２に設けた駆動部６３には、網部５１に連結したロッド６４を上下に振動させるた
めの振動モータ７６（図１３参照）が内蔵されており、図１０の矢印で示すようにロッド
６４を上下に振動させることができるようにして、洗浄する洗浄手段を設けるようにして
いる。

10

20

30

40

50

(8) JP 4012097 B2 2007.11.21



また、便座６２の例えば側面には振動モータを作動させるためのスイッチ６６が設けてあ
る。
【００６１】
また、本実施の形態（の回収装置）では、図１１及び図１２に示すカプセル収納具６７を
有する。
このカプセル収納部６７は、開閉可能なカップを備えたカップ状の把持部６８と防水・収
納用の袋６９とからなる。
【００６２】
カップ状の把持部６８は後部にある取っ手７０によって開閉可能である。取っ手７０に取
り付けたスプリング７１によって通常は閉じた状態になっている。
また、このカップ状の把持部６８は小さな穴が複数空いており、カプセル３は通さないが
、水分等を通す構造になっている。
また、防水・収納用の袋６９はカプセル３を網部５１から取り上げるときは回収者の腕及
び手が汚れる守る防水袋としての機能も持つ。
【００６３】
つまり、図１１に示すように防水用の袋６９に開口内に腕を通し、カップ状の把持部６８
の取っ手７０を持って、カップを開き、網部５１の上にあるカプセル３を取り上げる。カ
ップを閉じた後、カップに空いた穴から余分な水分を振り落とす。
その後、防水・収納用の袋６９を裏返し、カップを収納し、密閉する。
【００６４】
つまり、図１２（Ａ）に示すように取っ手７０に力を加えて把持部６８のカップを開いて
カプセル３を収納する。その後、取っ手７０に力を加えることを止め、図１２（Ｂ）に示
すように袋６９の開口側から裏返すようにして図１２（Ｃ）に示すように内部にカップ側
を収納した後、開口を閉じて密閉する。
【００６５】
本実施の形態では患者は、カプセル３を摂取後に排便する時には、図１０等に示すように
便座６２に回収具３２Ｆを取り付けた便器６１を利用する。このような便座６２に回収具
３２Ｆを取り付けた回収具付きの便器６１は病院や検査センタなどに設置されるようにす
る。なお、便器と回収具は一体でも良い。
【００６６】
本実施の形態では、排便後、カプセル３が一緒に排泄された場合は網部５１の中のカプセ
ル３が留まるように係止される。便４２に混じってわかりにくいときは何度か水を流して
みて、便４２だけを洗い流す。
カプセル３が見つかったら、便座６２のスイッチ６６をＯＮにし、振動モータ７６を作動
させ、カプセル３ごと網部５１を振動させる。この振動によって、カプセル３についてい
る便４２を洗い落とすことができる。
【００６７】
便４２の洗い落としができたら、振動モータ７６を停止させ、前述のようにしてカプセル
収納具６７によって、カプセル３を取り上げ、袋６９内に収納する。
カプセル３を密閉した袋６９は、病院あるいは検査センタでその場で回収する。そこから
、メーカあるいは回収業者へ送付される。
【００６８】
本実施の形態は以下の効果を有する。
振動モータ７６の振動でカプセル３に付着等する便４２を確実に洗い落とせるため、より
衛生的である。
回収者が便器６１に触れる必要がないため、衛生的である。
【００６９】
図１３は第１変形例のセンサ付き回収具３２Ｇの電気系の概略の構成を示す。
本変形例では、図１０或いは図１１に示す回収具３２Ｆにおいて、さらにカプセル３を検
知する検知手段として、例えば金属探知器７５を設け、この金属探知器７５の検出出力に
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よりカプセル３を検知すると駆動部６３に設けた振動モータ７６を駆動し、自動的にカプ
セル３を洗浄する構成にしている。
【００７０】
金属探知器７５はカプセル３の電池２１等の金属を検知する機能を持つ。例えば図１０の
網部５１（の枠）はサーチコイル７７を形成し、その両端の信号線はロッド６４内に挿通
され、その基端は発振器７８に接続される。
【００７１】
発振器７８はサーチコイル７７を用いた共振回路により、その共振周波数で発信するよう
にしており、サーチコイル７７に金属が近づくと、その金属により共振回路の共振周波数
特性が変化する。
【００７２】
そのため、金属が検知されない状態での共振回路の共振周波数で発振させていた場合にお
ける発振電圧は、サーチコイル７７に金属が近づくと、発振電圧が小さくなる。この発振
電圧は電圧検出器７９で検出され、この電圧検出器７９は図示しない比較器により所定電
圧と比較しその電圧より小さくなると、カプセル３の金属を検出した検出信号を駆動部６
３内の制御手段としてのＣＰＵ８０に出力し、ＣＰＵ８０は、金属検出の信号を受けて振
動モータ７６を振動させる。
この場合、ＣＰＵ８０はカプセル検知後、振動モータ７６を一定時間（例えば３０ｓ）Ｏ
Ｎにするタイマ機能を持つ。
【００７３】
また、ＣＰＵ８０は振動を一定時間行うように制御した後、便座等に設けたスピーカ８１
により、音（ビープあるいはメロディーあるいは音声）を鳴らし、患者にカプセル３が排
泄されたことや排泄されて洗浄が完了したことを通知する。通知音が鳴ったら、患者は便
器を一度流してしまえば、自分の便４２を観察する必要がない（水を流す事も自動化して
も良い）。
【００７４】
本変形例は以下の効果を有する。
自動でカプセル３の検知→振動→通知をしてくれるので、回収操作が楽になる。また、患
者は排泄された便４２を見る必要がないため、精神衛生上も良い。
また、網部５１にサーチコイル７７を設定できるので、排泄されたカプセル３を確実に検
知できる。
【００７５】
なお、この場合にはカプセル３を検知すると、自動的に振動モータ７６で洗浄を行うので
、患者にスピーカ８１等で通知しなくてもカプセル３を排泄したことを知ることができる
。このため、振動モータ７６を通知手段としても利用できる。
【００７６】
カプセル３に回収検知用の磁石を内蔵している場合は、金属探知器７５の代わりに図１４
に示す例えば磁気センサ８５（或いはガウスメータ）を用いることができる。
【００７７】
図１４に示すように網部５１の枠には電線（コイル）８６が内蔵されており、この網部５
１に磁石入りのカプセル３が落下してくると、電線（コイル）８６に誘導起電力が生じ、
それを検流計８７により検知し、その検知出力を駆動部６３のＣＰＵ８０に送ることによ
り、図１３に示したように振動モータ７６を駆動するようになる。
【００７８】
次に第２変形例を説明する。
【００７９】
第１変形例において、患者への通知は音ではなくフラッシュ等の光でも良いし、音と光を
併用しても良い。その効果として耳の遠い人（高齢者など）でも分かりやすい。
また、他の変形例として、洗浄手段としての振動モータ７６の代わりに、超音波振動を発
生させる超音波振動子を用いても良い。その効果としてより確実に便４２の洗い落としが
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可能となる。
【００８０】
（第４の実施の形態）
次に本発明の第４の実施の形態を図１５及び図１６を参照して説明する。本実施の形態は
、病院や専用の検査センタ等に設置するのに適したカプセル回収専用のトイレ（便器）に
より形成した回収装置である。
図１５に示すように病院等に設置される便器９１には、その配水孔９２付近にカプセル検
知センサ９３、配水経路９４側にはカプセル回収網部９５が取り付けられている。
【００８１】
また、このカプセル回収網部９５が取り付けられた部分の近傍には回収されたカプセル３
を回収するための回収穴を覆う回収蓋９６が設けられており、この回収蓋９６を外すこと
により、網部９５に掛かって係止されたカプセル３を回収することができるようにしてい
る。
【００８２】
患者は検査終了後（例えばカプセル３を摂取してから８時間後、或いはカプセルからの信
号が届かなくなった後）、下剤を飲み専用トイレに設置されたこの便器９１で排泄を行う
。
カプセル検知センサ９３がカプセル３内の金属あるいは磁石を検知すると、便器前面に設
けられたフラッシュ９７が点滅し、患者にカプセル３が排泄されたことを伝える。患者は
便を流して帰って良い。
【００８３】
病院あるいは検査センタの職員、あるいは回収業者が便器９１の回収蓋９６から排泄され
たカプセル３を回収する。回収後、洗浄、消毒し、廃棄あるいはリサイクルする。
何個かカプセルが貯まってから回収しても良い。
【００８４】
本実施の形態は以下の効果を有する。
患者が自分の排泄したカプセル３を見たり、回収したりする必要がないので、精神的な抵
抗がない。
回収前に便器９１を流せるので、便を洗い流してからカプセル３を回収できるのできれい
。
まとめて複数個のカプセル３を回収することもできる。
【００８５】
次に第１変形例を説明する。
カプセル検出センサ９３を搭載しない。患者には、検査終了後、一定時間あるいは一定量
の下剤（あるいは洗腸剤）を飲んでもらい、何回か専用トイレで排泄してもらう。その量
あるいは時間でカプセル３が排泄されたものとする。
この場合の効果としてセンサを不用としたため、便器の構成を簡単かつ低コスト化できる
。
【００８６】
次に第１変形例を図１６を参照して説明する。
図１６に示すカプセル回収装置１０１は、図１５の便器９１において、さらに回収網９５
と回収蓋９６が一体に回転可能となっている。カプセル３の排泄が検知され、配水操作が
行われて便と共にカプセル３が配水経路９４側に流されることにより、カプセル３は網部
９５で係止される。
【００８７】
カプセル検知センサ９３はカプセル３の検出を行い、その後（図示しないタイマを起動す
る等して）配水操作が行われるよりも長く設定された時間の後、このカプセル検知センサ
９３の検出出力により図示しないモータにより回収網９５と回収蓋９６とを一体に回転軸
１０２の回りで回転させるようにしている。
この回転により、排泄されたカプセル３は、回収網９５から落下する（回転させた場合に
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おける回収蓋９６を２点鎖線で示す）。
【００８８】
回収網９５に回収（係止）されたカプセル３は回収管１０３側に落下される。
落下後、カプセル３は自動洗浄を行う自動洗浄装置１０５、自動消毒を行う自動消毒装置
１０６、自動乾燥を行う自動乾燥装置１０７を経た後、自動包装を行う自動包装装置１０
８に導かれ、密閉包装される。それを回収業者が回収する。なお、自動洗浄装置１０５等
は例えば便器９１の本体部分が設置される床１０９面の下側に配置される。
【００８９】
本変形例による効果として、人が汚れたカプセル３を触る必要がなく衛生的である。
【００９０】
次に第２変形例を説明する。
図２のカプセル３には図示しないメモリが内蔵されており、撮影された画像はこのメモリ
に蓄えられる。メモリに蓄えられた画像データは、カプセル３が体外に排泄されてからア
ンテナ２３から発信される。体内は通過中はカプセル３は撮影のみを行い、データの体外
への送信は行わない。
【００９１】
図１６の回収装置１０１には自動乾燥手段１０７の後段に図示しない信号読取装置を設け
た。この信号読取装置はカプセル３が発信する画像データを受信し、病院あるいは検査セ
ンタあるいはメーカの管理する画像データベース（サーバ）に蓄えられ、後で医師がデー
タベースにアクセスし、画像を見て診断する。
信号読取装置は自動乾燥手段１０７の後段に限らず、それ以前に有っても良いし、便器に
内蔵されていても良い。
【００９２】
本変形例の効果としては、カプセル３の回収、洗浄、データの収集が一括して出来るため
、人手がかからず効率的に行える。
【００９３】
次に第３変形例を説明する。
本変形例は第２変形例において、図２のカプセル３のアンテナ２３の代わりにフォトダイ
オードなどの赤外線発光素子を設けた。メモリに蓄えられた画像データは、カプセル３が
体外に排泄されてから、発光素子による光通信で送信される。
【００９４】
回収装置１０１に設けた信号読取装置は赤外線受光素子を設けた受信システムである。こ
の信号読取装置はカプセル３が発信する画像データを受信し、病院あるいは検査センタあ
るいはメーカの管理する画像データベース（サーバ）に蓄えられ、後で医師がデータベー
スにアクセスし、画像を見て診断する。
本変形例の効果としては、カプセル３の回収、洗浄、データの収集が一括して出来るため
、人手がかからず効率的に行える。
【００９５】
（第５の実施の形態）
次に本発明の第５の実施の形態を説明する。カプセルが発する微弱電波信号をキャッチ（
受信）することでカプセルを検知する検知手段を便座に設ける。この電波信号は微弱なた
め、カプセルが体内にあるときは体外でキャッチできず、カプセルが排出されて初めてキ
ャッチできる。
この電波信号をキャッチするためのアンテナは図１３，図１４の様に、網部５１の枠部分
等に設けても良いし、便座の駆動部６４付近に隣接して設けても良い。
【００９６】
上記では、体内の場合にはキャッチできないと説明したが、体内の場合に比べて大きな基
準値に設定された値と比較し、その値を超えた場合に体外に排泄されたとして、検出する
ようにしても良い。
【００９７】
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次に第１変形例を説明する。
カプセルが発する電波信号をキャッチすることでカプセルを検知する検知手段を、患者が
検査中身につけている体外ユニット５（図１（Ａ）参照）に設ける。
カプセルが検査中に送信してくる信号の体外ユニット５で受信し、受信強度は、カプセル
が体内にいるときと、体外にでたときでは大きく異なる。
【００９８】
この受信強度の差を体外ユニット５でモニタし、カプセルが体外に排泄された事を検知す
る。検知後、ブザー、振動、メロディ、あるいは音声、ＬＥＤ、ＥＬ素子、電球等の発光
、電光表示、液晶モニタでの表示などで、患者にカプセル排泄を通知する。
患者はその後トイレを流してトイレから離れて良い。体外ユニット５が元々持っている受
信機能を利用しているため、便器側に特別な検知手段がいらないので、便器が安く作れる
。
【００９９】
次に第２変形例を説明する。
第１変形例において、カプセルが排泄時に送信するのは通常の検査信号ではなく、カプセ
ル稼動開始から一定時間（例えば１０時間後）でタイマが作動し、その後は排泄通知用の
簡易用信号発信モードに替わる。簡易信号は通常の検査信号を送信するよりもエネルギを
消費しないので、長い間体内にあっても、排泄信号を出し続けることができる。
【０１００】
上述した実施の形態では、カプセル型医療装置として照明及び撮像手段を備えたカプセル
型内視鏡３の場合で説明したが、本発明はカプセル型内視鏡３の場合に限定されるもので
なく、以下の手段（ａ）～（ｃ）を設けたカプセル型医療装置でも良い。
【０１０１】
（ａ）センサ手段
カプセル本体の外面に光センサ、蛍光センサ、ｐＨセンサ、温度センサ、圧力センサ、加
速度センサ、または血液センサ（ヘモグロビンセンサ）などの各種センサ手段は、センシ
ング部分が外部に露出し、カプセル内部に対して水密を保つようにカプセル本体に固定し
てある。
【０１０２】
センシング部分により、生体内の明るさ、内液の化学量（ｐＨ値）、各臓器の温度、カプ
セル通過時のカプセル外面に加わる管腔内面からの圧力、各臓器のヘモグロビン量（出血
の有無）などの情報を入手し、得られたデータは、カプセル内部のメモリに一旦蓄積され
、その後、通信手段により、体外に置かれた受信手段に送信される。
【０１０３】
そして、受信手段によって得られたデータを基準値と比較することで、病気や出血などの
異常の有無の判断、カプセル通過位置や通過状態の判断を体外において、医者やコメディ
カルなどの医療従事者が行うことができる。特に、カプセル型医療装置により被検者の苦
痛なく、生体の消化管内のｐＨ値やヘモグロビン量を測定することで、消化器疾患の診断
や生理学的解析が行えることの効果が大きい。各種センサは、目的に応じて複数種類備え
ていることで、効率良い検査が行える。
【０１０４】
（ｂ）超音波探触子
カプセル外面に超音波探触子の音響レンズ部が来るようにカプセル本体に超音波探触子を
水密に配置してある。
カプセル内部の超音波送受信回路により体腔内の超音波診断像を得る。得られたデータは
上記同様の方法で、体外の受信手段に送信される。これにより、小腸など体腔内深部の深
さ方向の異常の有無の診断が行える。観察手段と両方を備える構成にすれば、体腔内表面
と深部の両方の診断を一度に行える。
【０１０５】
（ｃ）治療・処置手段
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カプセル本体外面に開口部を有し、カプセル本体内部に薬剤収納部や体液吸入部があり、
開口部には胃液で消化されるゼラチンや腸液で消化される脂肪酸膜などからなる溶解膜が
付いている。
目的部位にカプセルが到達したら、治療薬の直接投与または、体液の吸入を行うことがで
きる。
【０１０６】
血液センサや観察手段で出血部位を確認後、体外からの通信により、カプセル内部に収納
した止血剤注入用注射針などの処置具の動作を指示し、止血剤であるエタノールや粉末薬
品を出血部位に散布して止血する。
なお、上述した各実施の形態等を部分的等、組み合わせる等して構成される実施の形態等
も本発明に属する。
【０１０７】
［付記］
１．前記検知手段がカプセル型医療装置内に設けた電池などの金属体を検知する金属探知
センサであることを特徴とする請求項１乃至３のカプセル型医療装置回収装置。
２．前記検知手段がカプセル型医療装置内に設けた磁石を検知する磁気センサあるいはガ
ウスメーターであることを特徴とする請求項１乃至３のカプセル型医療装置回収装置。
【０１０８】
３．前記検知手段がカプセル型医療装置が発する無線電波信号を検知する受信手段である
ことを特徴とする請求項１乃至３のカプセル型医療装置回収装置。　４．前記検知手段が
、前記受信手段と前記受信手段が受信する信号強度の変化量からカプセル型医療装置の排
泄を判断する判断手段とからなることを特徴とする付記３のカプセル型医療装置回収装置
。
【０１０９】
５．前記カプセル型医療装置およびカプセル型医療装置回収装置を一体に密閉可能な袋を
備えることを特徴とする請求項１乃至２乃至３のカプセル型医療装置回収装置。
６．人体から排泄されたカプセル型医療装置を検知する検知手段と、検知したことを通知
する通知手段とを設けたことを特徴とするカプセル型医療装置回収装置。
７．前記通知手段が振動発生手段であることを特徴とする付記６のカプセル型医療装置回
収装置。
【０１１０】
８．前記通知手段がＬＥＤやＥＬ素子や電球などの発光手段であることを特徴とする付記
６のカプセル型医療装置回収装置。
９．前記通知手段が液晶ディスプレイなどの表示手段であることを特徴とする付記６のカ
プセル型医療装置回収装置。
１０．前記通知手段がブザーやメロディや音を発生する音発生手段であることを特徴とす
る付記６のカプセル型医療装置回収装置。
【０１１１】
１１．前記カプセル型医療装置およびカプセル型医療装置回収装置を一体に密閉可能な袋
あるいは箱を備えることを特徴とする付記６のカプセル型医療装置回収装置。
１２．人体から排泄されたカプセル型医療装置を検知する検知手段または係止する係止手
段のいずれかあるいは両方と、排泄されたカプセル型医療装置を洗浄する洗浄手段を設け
たことを特徴とするカプセル型医療装置回収装置。
１３．前記洗浄手段を経たカプセル型医療装置を袋あるいは箱に密封する密封手段を設け
たことを特徴とする付記１２のカプセル型医療装置回収装置。
【０１１２】
１４．前記カプセル型医療装置回収装置が便器と一体になっていることを特徴とする請求
項１乃至２乃至３乃至付記６乃至付記１２のカプセル型医療装置回収装置。
１５．前記カプセル型医療装置回収装置が便器に装着できることを特徴とする請求項１乃
至２乃至３乃至付記６のカプセル型医療装置回収装置。
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１６．前記カプセル型医療装置回収装置が便座形状であることを特徴とする付記１５のカ
プセル型医療装置回収装置。
【０１１３】
１７．前記洗浄手段が振動によって汚れを落とす振動手段であることを特徴とする付記１
２のカプセル型医療装置回収装置。
１８．前記振動手段は超音波振動子であることを特徴とする付記１７のカプセル型医療装
置回収装置。
１９．前記洗浄手段が洗浄を完了したことを通知する通知手段を設けたことを特徴とする
付記１２のカプセル型医療装置回収装置。
【０１１４】
２０．人体から排泄されたカプセル型医療装置を係止手段により係止し、カプセル型医療
装置を回収する方法。
２１．前記係止手段により係止する前あるいは同時に検知手段によりカプセル型医療装置
を検知する付記２０の方法。
２２．前記係止手段により係止したカプセル型医療装置を洗浄により洗浄する付記２０の
方法。
【０１１５】
２３．人体から排泄されたカプセル型医療装置を検知手段により検知し、通知手段により
通知し、カプセル型医療装置を回収する方法。
２４．カプセル型医療装置内にセンサが反応するための金属・磁石などの被反応部材をあ
らかじめ具備させておき、カプセル回収装置（専用便器または便器に装着できる回収装置
）に、被反応部材の有無の自動認識手段と自動洗浄手段または通知手段を設けた。
【０１１６】
２５ａ．カプセル型医療装置に金属を入れ、専用便器または便器に装着できる回収装置に
非金属の回収網と金属探知機と洗浄機能を設け、排泄物に金属が含まれているか否かは金
属探知機で自動的に確認し、金属探知機が反応したら自動的に回収網ごときれいに洗浄す
るまたは自動でカプセルが排出されたことを知らせる通知手段を具備したカプセル回収・
洗浄装置。
２５ｂ．カプセル型医療装置に金属を入れ、専用便器または便器に装着できる回収装置に
非金属の回収網と金属探知機と洗浄機能を設け、排泄物に金属が含まれているか否かは金
属探知機で自動的に確認し、金属探知機が反応したら自動的に回収網ごときれいに洗浄す
るまたは自動でカプセルが排出されたことを通知するカプセル回収・洗浄方法。
【０１１７】
２６ａ．カプセル型医療装置に磁石を入れ、専用便器または便器に装着できる回収装置に
非磁性の回収網と磁気センサと洗浄機能を設け、排泄物に磁石が含まれているか否かを磁
気センサで自動的に確認し、磁気センサが反応したら自動的に回収網ごとき例に洗浄する
または自動でカプセルが排出されたことを知らせる通知手段を具備したカプセル回収・洗
浄装置。
２６ｂ．カプセル型医療装置に磁石を入れ、専用便器または便器に装着できる回収装置に
非磁性の回収網と磁気センサと洗浄機能を設け、排泄物に磁石が含まれているか否かを磁
気センサで自動的に確認し、磁気センサが反応したら自動的に回収網ごときれいに洗浄す
るまたは自動でカプセルが排出されたことを通知するカプセル回収・洗浄方法。
【０１１８】
２７．人体から排泄されたカプセル型医療装置の発する信号を受信する信号受信手段を設
けたことを特徴とするカプセル型医療装置回収装置。
２８．前記信号がカプセル型医療装置で取得した検査データである付記２７のカプセル型
医療装置回収装置。
２９．前記信号が画像データである付記２７のカプセル型医療装置回収装置。
【０１１９】
３０．信号送信手段を設けたカプセル型医療装置と、前記カプセル型医療装置が体外から
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排泄されたことを検知する検知手段と、前記信号送信手段からの信号を受信する信号受信
手段とを設けたことを特徴とするカプセル型医療装置回収装置。
３１．信号送信手段を設けたカプセル型医療装置が体外から排泄されたことを検知手段に
よって検知し、前記信号送信手段からの信号を信号受信手段によって受信することを特徴
とするカプセル型医療装置回収方法。
【０１２０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、人体から排泄されたカプセル型医療装置を検知する
検知手段又は係止する係止手段を設けているので、簡便に回収することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を備えたカプセル型内視鏡装置等の構成を使用例で示
す図。
【図２】カプセル型内視鏡の内部構成を示す図。
【図３】第１の実施の形態における回収具の先端側の構成を示す図。
【図４】第１の実施の形態における動作の説明図。
【図５】本発明の第２の実施の形態における回収具を使用例で示す図。
【図６】網部の一部を拡大して示す図。
【図７】回収したカプセルを回収具毎、袋に収納した状態を示す図。
【図８】第１変形例の回収装置を使用例で示す図。
【図９】袋を裏返して口紐を絞って閉じた状態を示す図。
【図１０】本発明の第３の実施の形態における回収具を便器に設置した状態を示す図。
【図１１】回収具でカプセルを回収する様子を示す図。
【図１２】カップ状の把持部を袋に一体的に設けた収納具によりカプセルを回収して収納
する動作の説明図。
【図１３】第１変形例のサンサ付き回収具の電気系の構成を示す図。
【図１４】変形例における磁気センサの構成を示す図。
【図１５】本発明の第４の実施の形態の回収装置の構成図。
【図１６】第１変形例の回収装置の構成図。
【符号の説明】
１…カプセル型医療システム
２…患者
３…カプセル（型内視鏡）
５…体外ユニット
６…パソコン
１１…アンテナ
１４…外装部材
１５…対物レンズ
１７…ＣＭＯＳイメージャ
２０…通信回路
２１…電池
３１…（カプセル）回収装置
３２…回収具
３３…袋
３４…ロッド
３５…磁石
４１…便器
４２…便
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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